
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 115号 令和 4 年 6 月 28日（火） 

発行 税理士法人 KJグループ 

〒536-0006 

大阪市城東区野江 4丁目 11 番 6 号 

TEL：（06）6930-6388 

FAX：（06）6930-6389 

■非上場株式等の納税猶予について■ 

 

非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例には、「特例措置」と「一般措置」の 2 つ

の制度があり、特例措置については、平成 30 年 1 月 1 日から令和 9 年 12 月 31 日までの 10 年間

の制度となっています。   

特例措置は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による都道府県知事の認定を受ける

非上場会社の後継者である相続人または受遺者（「特例経営承継相続人等」という。）が、被相続人

から非上場会社の株式または出資（「非上場株式等」という。）を相続または遺贈により取得をし、

その会社を経営していく場合に、特例経営承継相続人等が納付すべき相続税のうち、非上場株式等に

係る課税価格に対応する相続税の納税が猶予され、特例経営承継相続人等が死亡した場合等には、そ

の全部または一部が免除されます。  

一般措置は、円滑化法の認定を都道府県知事から受ける非上場会社の後継者である相続人または受遺

者（「経営承継相続人等」という。）が、被相続人から非上場株式等（一定の部分に限ります。）を

相続等により取得をし、その会社を経営していく場合に、経営承継相続人等が納付すべき相続税のう

ち、非上場株式等に係る課税価格の 80 パーセントに対応する相続税の納税が猶予されます。  

特例措置と一般措置の制度の主な違いは次の表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 議決権に制限のない株式等に限ります。  

※2 雇用確保要件を満たさなかった場合には、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施

行規則第 20 条第 3 項に基づき、要件を満たさなかった理由等を記載した報告書を都道府県知事に提

出し、その確認を受ける必要があります。 なお、その報告書および確認書の写しは、継続届出書の

添付書類とされています。  

 

※3 令和 4 年 3 月 31 日以前の贈与については 20 歳以上の者、推定相続人（直系卑属）・孫への贈

与 

(出典 税務懇話会) 


